
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンクリートバイブレータ運転時の負荷と相関関係を有する

センサーと、その検出された値をしき
い値と比較する比較回路と、比較の結果を表示する表示装置とよりなり、検出された値が
しきい値を越えたときに有効運転表示が表示装置に表示されるようにした、コンクリート
バイブレータの有効運転管理装置
【請求項２】
表示装置にはタイマーが接続され、タイマーに設定された一カ所当たりの締め固め基準時
間の間表示装置に有効運転表示が表示されるようにした、請求項１記載のコンクリートバ
イブレータの有効運転管理装置
【請求項３】
コンクリートバイブレータ運転時の負荷と相関関係を有する

するセンサーと、その検出された値をしき
い値と比較する比較回路と、 前記検出された値がしき
い値を越えた時間をカウントするカウンターとよりなる、コンクリートバイブレータの有
効運転管理装置
【請求項４】
カウンターは記憶媒体に接続され、カウンターによってカウントされた時間は記憶媒体に
記録されるようにした、請求項３記載のコンクリートバイブレータの有効運転管理装置
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【請求項５】
カウンター又は記憶媒体は表示装置に接続され、カウンターによってカウントされた時間
が基準時間を超えたときに表示装置に表示されるようにした、請求項３又は４に記載のコ
ンクリートバイブレータの有効運転管理装置
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
この発明は、建設現場などでコンクリート打設時に使用するコンクリートバイブレータの
有効運転時間の管理装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
建設現場などでのコンクリート打設においては、コンクリートバイブレータによる締め固
めの良否がコンクリートの強度を左右する大きな要因となっている。すなわち、コンクリ
ートバイブレータが正しく使用され、所定の締め固めがなされなければ、所望のコンクリ
ート強度を得ることができない。
しかるに、従来コンクリート打設において、バイブレータが正しく使用されているか、実
際に定められた時間バイブレータが有効に働いているかどうかを測定する手段がなく、作
業者の経験と勘に頼る部分が大きかった。
また、コンクリート打設においてはバイブレータの運転基準時間が定められるが、実際に
基準時間の運転を行ったかどうかを確認する手段がなかった。また、コンクリート打設作
業全体を管理する者が、作業者がバイブレータを正しく使用しているか管理することが困
難であった。
そのために、従来コンクリート打設において、バイブレータを使用しているように見える
が実際は正しく使用されていないために、コンクリートが十分に締め固められておらず、
所定の強度が得られない場合があった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
この発明は、コンクリートバイブレータがコンクリートの締め固めに有効に機能している
かどうかを判別し、締め固め作業の質を向上させることを課題とするものである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
この発明は コンクリートバイブレータ運転時の負荷と
相関関係を有する運転状況データを検出し、その検出された値をしきい値と比較すること
によって、コンクリートバイブレータが締め固めに寄与する運転状況（以下「有効運転」
という。）であるかどうかを判別することをその本質とするものである。
【０００５】
請求項１の発明は、コンクリートバイブレータ運転時の負荷と相関関係を有する

するセンサーと、その
検出された値をしきい値と比較する比較回路と、比較の結果を表示する表示装置とよりな
り、検出された値がしきい値を越えたときに有効運転の表示が表示装置に表示されるよう
にして、コンクリートバイブレータの有効運転管理装置を構成するものである。
前記「しきい値を越える」とは、負荷の増大に伴い値が増加する場合は、「しきい値を上
回ること」をいい、周波数値のように負荷の増大に伴い値が減少する場合は、「しきい値
を下回ること」という。
前記表示装置としては、ランプ、ブザー、液晶表示装置などが考えられる。
請求項２の発明は、表示装置をタイマーに接続し、タイマーに設定された一カ所当たりの
締め固め基準時間の間有効運転の表示が表示装置に表示されるようにしたものである。
【０００６】
請求項３の発明は、コンクリートバイブレータ運転時の負荷と相関関係を有する
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検出された値をしきい値と比較する比較回路と 前記
検出された値がしきい値を越えた時間をカウントするカウンターとでコンクリートバイブ
レータの有効運転管理装置を構成するものである。
請求項４の発明は、前記カウンターに記憶媒体を接続し、カウンターによってカウントさ
れた時間が記憶媒体に記録されるようにしたものである。
記憶媒体としては、メモリーカードその他の電子媒体とし、着脱可能とすることが好まし
い。
請求項５の発明は、カウンター又は記憶媒体に表示装置を接続し、カウンターによってカ
ウントされた時間が基準時間を超えたときに表示装置に表示されるようにしたものである
。表示装置としては、ランプ、ブザー、音声などが考えられる。
【０００７】
【作用】
コンクリートバイブレータが有効運転しているとき、バイブレータに対する負荷が大きく
なる。そして、負荷と相関関係を有する 値は負荷の増大と

ので、これらの値を有効運転と認められる上限値又は下限値であるしきい値と比較
し、しきい値を越えている場合には有効運転と判別できる。

、有効運転と判別される場合に有効運転であることを示す表示が表示
装置に表示されるので、作業者はその時点での作業が有効運転か否か明確に理解すること
ができる。
請求項２の発明においては、表示装置に基準有効運転時間をセットしたタイマーを接続し
たので、作業者は表示装置の有効運転であることを示す表示が消滅することによって、基
準時間の有効運転が終了したことを知ることができる。
請求項３の発明においては、有効運転時間がカウントされるので、カウントされた運転時
間によって一カ所での締め固め作業が規定時間に達したことを知ることができる。
請求項４の発明は、有効運転時間が記憶媒体に記録されるので、管理者は作業内容を確認
することができ、請求項５の発明は、表示装置の出力によって、作業者は締め固め作業の
終了を知ることができる。
【０００８】
【発明の実施の形態１】
図１は請求項１の発明の実施の形態を示すものである。
コンクリートバイブレータの運転状況データを検出し、バイブレータへの入力 電
圧信号として出力するセンサー１と、有効運転と判別される 出力する基準電圧
発生装置２とが比較回路３に接続してあり、前記センサー１によって出力された電圧信号
が基準電圧よりも 、比較回路３から有効運転信号を表示装置４に出力するよ
うにしてある。
この表示装置４にはタイマー５が接続してある。このタイマー５には一カ所当たりの作業
における所定有効運転時間がセットされており、所定有効運転時間の間、前記表示装置４
に有効運転表示が表示されるようにしてある。
上記においては、負荷の増大に伴い を検出するもの
としたので、基準電圧発生装置２は有効運転と判別される 出力するものとして
ある。
【０００９】
前記表示装置４は、ランプ、ブザー、液晶表示などであり、有効運転中ランプが点灯した
り、ブザーが鳴ったり、液晶表示によって「有効運転中」と表示されたりするものとする
。
【００１０】
【発明の実施の形態２】
図２は、請求項３の発明に係るものである。
センサー１、基準電圧発生装置２、比較回路３は上記実施形態と同様である。この実施形
態においては、比較回路３からの有効運転信号はカウンター６に出力され、メモリー７に
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記録されるようにしてある。前記カウンタ－６は有効運転信号を累積してカウントするも
のであり、累積数値が所定の有効運転時間に達したときに、表示装置４に信号が出力され
、表示装置４に所定の有効運転時間に達した旨の表示がされるようにしてある。作業者は
、表示装置の表示によって作業の終了を知ることができ、次の位置での作業に移行するこ
とができる。
【００１１】
前記表示装置４は、「基準時間に達しました」というような音声メッセージを出力するも
のとすることもできる。
また、前記「有効運転時間に達した旨の表示」には、有効運転中に点灯していたランプの
消滅、ブザーの停止なども含むものである。
【００１２】
前記カウンター６は、発振器８から分・秒の信号を受けて作動するものとすれば、カウン
ト結果を時間として前記メモリー７に記録することができ、作業実績の理解が容易である
。
前記メモリー７は、バッテリーによるバックアップを用意したり、書き換え可能でバッテ
リーによるバックアップがなくとも記録が消えないＥＥＰＲＯＭなどの半導体メモリーを
用いることにより、バイブレータの動作電源停電時にも積算時間を消去せずにカウントす
ることが可能となる。
【００１３】
また、メモリー及び表示装置を着脱可能なものとすることにより、管理の信頼性を高める
ことができる。
すなわち、メモリーを着脱自在とすれば、作業終了後にメモリーを回収することができる
ので、管理者はバイブレータを個別に検査することなく、各バイブレータの作業実績を知
ることができる。また、正規の作業時間外に管理者の目の届かない所で、バイブレータを
足で踏むなどコンクリート打設以外の方法で負荷をかけることにより架空の作業実績を作
ることを阻止することができる。
表示装置を着脱自在とすれば、作業終了後に表示装置を回収してバイブレータには表示装
置がない状態とすることができる。したがって、架空の作業実績を作ろうとしても、表示
装置がなければ架空の作業実績が作れているかどうか、どの程度作れているかを作業者は
知ることができない。仮に、架空の作業実績がメモリーに記録されたとしても、実際の作
業とかけ離れたきわめて不自然な数値が記録されるものとなり、管理者は改ざんの事実を
容易に知ることができる。
【００１４】
【発明の効果】
この発明によれば、コンクリートバイブレータが有効に作動してることを数値的に検出し
て表示したり記録することができる。したがって、有効運転時間を管理することにより、
作業者は経験に頼ることなく基準に合致した締め固め作業を行うことができ、管理者は有
効運転時間を数値データとして管理することができる。
その結果、基準にあったコンクリート締め固め作業が行われることとなり、コンクリート
締め固め作業、ひいてはコンクリート強度の信頼性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明実施形態１のブロック図である。
【図２】同じく実施形態２のブロック図である。
【符号の説明】
１　　センサー
２　　基準電圧発生装置
３　　比較回路
４　　表示装置
５　　タイマー
６　　カウンター
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７　　メモリー
８　　発振器

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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